




令和４年度包括外部監査の結果に関する措置状況報告書 

 

監査テーマ：佐世保市立中学校の財務・事務執行 

頁（本編） 指摘内容 措置状況 担当課 

274 宇久中学校の塩害被害は、他の往査先中学校よりも危険度

が高いと思われる。国会賠償法の判例に照らした早期修繕、

または、接近禁止措置を速やかに実践していただきたい。（宇

久中学校） 

宇久中学校における塩害被害の現状を確認しましたとこ

ろ、ご指摘のとおり特にグラウンドのフェンス下部に、塩害

による腐食が生じている状況となっていました。 

これを受け、措置完了までの期間は接近禁止の措置を行っ

たうえで、グラウンドフェンスの改修工事を実施し、令和６

年９月２６日に完了しました。 
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